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ま  え  が  き 

 

 工業統計調査は、我が国の工業の実態を明らかにするため、経済産

業省所管のもとに、統計法に基づく基幹統計として、毎年 12 月 31 日

現在で実施しています。 

 本調査の結果表は大阪府内の従業者４人以上の製造事業所に関する産

業別、従業者規模別、地域別、市町村別の状況を集計したものです。 

この集計結果を各種行政施策や企業経営の基礎資料として、また、各

方面における研究資料として幅広くご活用いただければ幸いです。  

 この調査の実施に当たり、多大なご協力をいただきました事業所をは

じめ、調査員、指導員及び市区町村の皆様方に厚くお礼を申し上げます

とともに、今後とも一層のご協力をお願いいたします。 

 

 

  平成 27 年３月 

                   大阪府総務部統計課長   
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工業統計調査の概要 
 

 

１．調査の目的 

工業の実態を明らかにすることを目的としています。 

 

２．調査の根拠 

統計法（平成19年法律第53号）に基づく基幹統計として、工業統計調査規則（昭和26年通

商産業省令第81号）によって実施されています。 

 

３．調査の実施者 

経済産業省 

 

４．調査の期日及び期間 

平成25年１月１日から同年12月31日までの期間について、同年12月31日現在で実施しまし

た。 

 

５．調査の範囲 

日本標準産業分類（平成19年総務省告示第618号）に掲げる大分類Ｅ－製造業に属する事

業所（国に属する事業所、製造加工を行っていない本社等及び従業者３人以下の事業所を除

く）です。 

 

６．調査の方法 

従業者30人以上の事業所については「工業調査票甲」、従業者29人以下の事業所について

は「工業調査票乙」を用い、自計申告により調査したものです。 

 

７．調査の項目 

巻末調査票様式のとおり 

 

８．調査の系統 

（１）調査員調査  経済産業省 ― 大阪府 ― 市町村 ― 指導員 ― 調査員 ― 単独事業所 

（２）本社一括調査 経済産業省 ― 企業(経済産業省が指定する企業傘下の複数事業所） 

（３）国直送調査 経済産業省 ―事業所（本社一括調査以外の複数事業所） 
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